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    令和６年第１回甘楽町議会定例会会議録第２号     

 

令和６年３月１４日（木曜日） 

                                     

議事日程 第２号 

   令和６年３月１４日（木曜日）午後１時１０分開議 

日程第 １ 同意第 １号 甘楽町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第 ２ 同意第 ２号 甘楽町教育委員会委員の任命について 

日程第 ３ 議案第１１号 群馬県市町村公平委員会共同設置規約の変更に関する協議に

ついて 

日程第 ４ 議案第１２号 甘楽町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する

条例について 

日程第 ５ 議案第１３号 甘楽町公共施設等整備基金条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第 ６ 議案第１４号 甘楽町公立学校基金条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第１５号 甘楽町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第１６号 甘楽町行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第１７号 甘楽町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第１８号 甘楽町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第１９号 甘楽町公の施設の設置及び環境整備等に関する条例の一部を

改正する条例について 

日程第１２ 議案第２０号 甘楽町給水条例等の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第２１号 甘楽町下水道事業の設置等に関する条例の制定について 

日程第１４ 議案第２２号 甘楽町特別会計条例等の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第２３号 甘楽町下水道条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第２４号 甘楽町公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正

する条例について 

日程第１７ 議案第２５号 甘楽町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の
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一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第２６号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正す

る条例について 

日程第１９ 議案第２７号 甘楽町水洗便所改造資金融資あっせん条例を廃止する条例に

ついて 

日程第２０ 議案第２８号 甘楽町道路線の認定について 

日程第２１ 議案第２９号 令和６年度甘楽町一般会計予算 

日程第２２ 議案第３０号 令和６年度甘楽町国民健康保険事業特別会計予算 

日程第２３ 議案第３１号 令和６年度甘楽町介護保険事業特別会計予算 

日程第２４ 議案第３２号 令和６年度甘楽町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第２５ 議案第３３号 令和６年度甘楽町水道事業会計予算 

日程第２６ 議案第３４号 令和６年度甘楽町下水道事業会計予算 

日程第２７ 閉会中の所管事務継続審査・調査の申出書について 

日程第２８ 議員派遣の件について 

日程第２９ 一般質問 第 １番 山 田 光 男（大手門周辺整備計画について） 

           第 ２番 横 尾   稔（水道事業について） 

           第 ３番 田 中   享（電動キックボードの観光利用等につ

いて） 

           第 ４番 田 中   享（空き家対策について） 

           第 ５番 山 田 邦 彦（続けられる農業をめざして） 

           第 ６番 山 田 邦 彦（「オーガニック」をもっと進めるた

めに） 

                                        

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１０人） 

       ３番  田 中   享 君   ４番 新 井 六 美 君 

       ５番  横 尾   稔 君   ６番 堀 口   博 君 

       ７番  白 石 豊 樹 君   ８番 吉 田 恭 介 君 

       ９番  山 田 光 男 君  １０番 金 田 倍 視 君 

      １１番  中 野 喜久勇 君  １２番 山 田 邦 彦 君 

        

欠席議員 なし 

                                     

説明のため出席した者 

  町     長  茂 原 荘 一 君  副  町  長  森 平 仁 志 君 

  教  育  長  近 藤 秀 夫 君  会計管理者（会計課長）  宇佐美 智 博 君 

  総 務 課 長  田 村 昌 徳 君  企 画 課 長  髙 橋   功 君 

  住 民 課 長  髙 橋 義 信 君  健 康 課 長  平 井 まさみ 君

  福 祉 課 長  五十里 比登志 君  産 業 課 長  田 中 睦 宏 君

  建 設 課 長  秋 山 勝 重 君  水 道 課 長  富 田 和 幸 君 

  教 育 課 長  齋 藤 文 康 君 

                                     

事務局職員出席者 

  事 務 局 長  増 田 剛 久    書     記  岡 本 妙 子 
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○開  議 

   午後１時１０分開議 

◇議長（白石豊樹君） 議員の出席が定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を

開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。順次議事を進めま

す。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１ 同意第１号 甘楽町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第１、同意第１号を議題といたします。 

 本件につきましては、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり同意されました。 

 ここで、ただいま固定資産評価審査委員会委員に同意されました松井勝美君から発言を

求められておりますので、これを許します。 

 松井勝美君、ご登壇の上、ご挨拶をお願いいたします。 

〔松井勝美君入場〕 

◇固定資産評価審査委員会委員（松井勝美君） ただいま議会の同意をいただきました松

井です。よろしくお願いします。 

 固定資産税は町の税収の根幹をなす重要なものと聞いております。この評価額に対して

納税者の方の目線はとても厳しいものがあります。町民の方から審査の申し出があった際

には他の委員と協議して公正な審査に努めます。（拍手） 

◇議長（白石豊樹君） ありがとうございました。 

〔松井勝美君退席〕 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２ 同意第２号 甘楽町教育委員会委員の任命について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第２、同意第２号を議題といたします。 

 本件につきましては、すでに提案説明が終わっております。 
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 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり同意されました。 

 ここで、ただいま教育委員会委員に同意されました齋藤耕一君から発言を求められてお

りますので、これを許します。 

 齋藤耕一君、ご登壇の上、ご挨拶をお願いいたします。 

〔齋藤耕一君入場〕 

◇教育委員会委員（齋藤耕一君） ただいまのご承認、誠にありがとうございました。微

力ながら甘楽町教育行政のお手伝いをさせていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。（拍手） 

◇議長（白石豊樹君） ありがとうございました。 

〔齋藤耕一君退席〕 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３ 議案第１１号 群馬県市町村公平委員会共同設置規約の変更に関する協議に

ついて 

◇議長（白石豊樹君） 日程第３、議案第１１号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第４ 議案第１２号 甘楽町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する

条例について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第４、議案第１２号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 
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 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第５ 議案第１３号 甘楽町公共施設等整備基金条例の一部を改正する条例につ 

いて 

◇議長（白石豊樹君） 日程第５、議案第１３号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第６ 議案第１４号 甘楽町公立学校基金条例の一部を改正する条例について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第６、議案第１４号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第７ 議案第１５号 甘楽町手数料条例の一部を改正する条例について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第７、議案第１５号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 
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〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第８ 議案第１６号 甘楽町行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第８、議案第１６号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第９ 議案第１７号 甘楽町介護保険条例の一部を改正する条例について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第９、議案第１７号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１０ 議案第１８号 甘楽町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例につい

て 

◇議長（白石豊樹君） 日程第１０、議案第１８号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 
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〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１１ 議案第１９号 甘楽町公の施設の設置及び環境整備等に関する条例の一部

を改正する条例について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第１１、議案第１９号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１２ 議案第２０号 甘楽町給水条例等の一部を改正する条例について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第１２、議案第２０号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１３ 議案第２１号 甘楽町下水道事業の設置等に関する条例の制定について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第１３、議案第２１号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 
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―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１４ 議案第２２号 甘楽町特別会計条例等の一部を改正する条例について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第１４、議案第２２号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１５ 議案第２３号 甘楽町下水道条例の一部を改正する条例について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第１５、議案第２３号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１６ 議案第２４号 甘楽町公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改

正する条例について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第１６、議案第２４号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１７ 議案第２５号 甘楽町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例
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の一部を改正する条例について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第１７、議案第２５号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１８ 議案第２６号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正

する条例について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第１８、議案第２６号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１９ 議案第２７号 甘楽町水洗便所改造資金融資あっせん条例を廃止する条例

について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第１９、議案第２７号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２０ 議案第２８号 甘楽町道路線の認定について 
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◇議長（白石豊樹君） 日程第２０、議案第２８号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２１ 議案第２９号 令和６年度甘楽町一般会計予算 

◇議長（白石豊樹君） 日程第２１、議案第２９号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２２ 議案第３０号 令和６年度甘楽町国民健康保険事業特別会計予算 

◇議長（白石豊樹君） 日程第２２、議案第３０号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２３ 議案第３１号 令和６年度甘楽町介護保険事業特別会計予算 

◇議長（白石豊樹君） 日程第２３、議案第３１号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑の通告がありませんので、討論に入ります。 
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 討論の通告がありますので、発言を許します。 

 議席１２番、山田邦彦君。 

◇１２番（山田邦彦君） 私は、議案第３１号に反対の立場で討論いたします。 

 私は、公的介護保険制度は社会保障制度の大切な一つの柱として位置付けなければなら

ないと思っています。 

 まず、新年度から３年ごとの見直しにより、介護保険料が全国で値上げの嵐が吹き荒れ

る中、町では町長をはじめ関係者の皆さんのご努力のおかげで値上げせずに新年度を迎え

ることができることは大変に喜ばしいと思います。 

 特に１から３段階の皆さんは値下げが実現するとのことで、大変素晴らしいことと思い

ます。介護サービスを受ける人は、群馬県全体では約１８％にもなっているのに、甘楽町

では、これも関係者の皆さんの努力の成果があり、１３．３％と見込まれます。これはほ

とんどの方が介護保険のお世話にならずに一生を終わることができると一貫して明らかに

なっています。 

 それなのに、保険料は第１号保険者に対しては一部補助がされているものの、基準の第

５段階の人で年間６万９，０００円となっています。特に第１段階の方は、生活保護受給

者の方を含め、世帯全員が住民税非課税で、前年の所得金額が８０万円以下の方たちで

す。民間の保険であれば入らないのではと思える人たちですが、公的だからこそ大きな期

待があり、皆保険だから逃れることができないのがこの保険です。しかし、保険料を払っ

た上に、利用料が一割も取られます。また、いつでも、どこでも、誰でもサービスが受け

られなければいけないのに、他の保険と違って、認定されなければ、サービスが受けられ

ません。色々な矛盾があります。 

 私は、まず介護保険での国の負担割合を現在の２５から５０％に増やすこと。そして、

１から３段階の人たちは、せめて保険料や利用料を無料にすること。保険料や利用料の在

り方を、支払能力に応じた負担に改めること。以前のように要介護１・２の人も特別養護

老人ホームに入れるようにすること。また、介護・医療そして福祉の連携で、健康づくり

を進め、在宅でも施設でも、安心して暮らせるような基盤整備をすること。福祉は人の立

場で、介護労働者の労働条件を守り、改善することが必要だと思います。残念ながらそう

いうふうにはなっていません。 

 政府はいつも、「消費税は福祉のため、社会保障の充実のために使う」と言っています

が、消費税はその導入前から所得の低い人ほど負担率の高くなる逆進性という欠陥が指摘



- 47 - 

 

されています。１９８９年に消費税が導入されて以来、今年度までの消費税の税収は５０

９兆円にのぼります。一方で、この間、いわゆる法人３税は合計で３１７兆円が減税され

ています。要するに、法人税収の穴埋めのために消費税収の多くが消えてしまいました。

一方でトヨタ自動車など輸出企業には輸出戻し税といって消費税を納めてもいないお金が

合計で６兆円も戻っています。また、株など有価証券を持っている富裕層には税が減税さ

れています。 

 大企業や富裕層への優遇はやめて、能力に応じて課税するべきだと考えます。そうすれ

ば、今まで一生懸命働いてきていただいた高齢者に対し、大きな負担をさせずに済むので

す。 

 介護保険以外の社会保障の分野でも負担が重たくなっています。例えば、医療の面では

労働者本人の外来の医療費は、消費税導入前は１割だったのが現在は３割に増えていま

す。７５歳以上の外来医療費も同様です。国民健康保険税も、導入前と比べると４万円も

増えています。年金やその他の福祉もどんどん負担が増え、サービスが減っています。こ

れは国の予算の使い方が大問題と思います。日本の社会保障への支出はＧＤＰの２２．

９％に留まっています。甘楽町と交流のあるイタリアでは２８．７％、フランスでは３

１．４％です。デンマークも３０．８％。自己責任の国と言われるアメリカでさえ２４．

１％です。また教育への公費支出のОＥＣＤ加盟国の中で比較可能な３７カ国の中で３６

位。家族関係の社会指数、これは保育や児童手当、産前産後の休業補償など子育て関連の

社会指数ですが、これも比較可能な３５カ国中２５位です。このように日本は社会保障も

教育も子育ても国民の暮らしを支える公的支出が経済力に比べてあまりに低すぎると思い

ます。それにもかかわらず国や地方の借金が先進国で最悪なのは、富裕層や大企業への行

き過ぎた減税や大型開発、軍拡など、税や財政の在り方がゆがんでいるからだと思いま

す。消費税の減税、社会保障の充実、教育負担の低減など、暮らしを支え、格差を正す。

税や財政の基本的な改革を行うべきと思っています。介護保険制度そのものがそういう形

になっていませんので、賛成することができません。 

 以上です。 

◇議長（白石豊樹君） 次に、議席８番、吉田恭介君。 

◇８番（吉田恭介君） 私は、議案第３１号令和６年度甘楽町介護保険事業特別会計予算

について賛成の立場で討論いたします。 

 今日の介護保険制度は、高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者の増加や核家族
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化が進行したため、高齢者を社会全体で支えることを目的に平成１２年に創設された互助

制度であります。 

 本年度策定されました、令和６年度からの３カ年計画である「第９期介護保険事業計

画」は、団塊の世代すべてが７５歳以上となり、それを支える現役世代の減少が急激に進

むことが予測されることから、現状の把握と抱える課題の解消に向けた新たな施策と目標

を掲げた新計画となっております。 

 計画では、被保険者数の推移をはじめ、要支援・要介護認定者の推計等をもとに介護

サービス量を想定し、必要とされる介護給付費を算定したうえで、保険料基準額が設定さ

れていると認められます。 

 被保険者にとっては、保険料はできるだけ低く設定して欲しいと思われるのは当然の事

と思いますが、介護サービスの充実とそれに伴う給付費のバランスを考えたうえで設定す

る必要があるため、策定に関わった介護運営協議会委員をはじめ各種関係団体の皆様のご

尽力にあらためて感謝の意を表します。 

 本予算は、新たに策定された「第９期介護保険事業計画」に基づき、高齢者やその家族

が安心して暮らすことができるよう現行の介護サービスの向上に加え、地域包括支援セン

ターを中心とした積極的な介護・認知症予防と自立支援対策がなされており、それらを遂

行するための適切な予算が確保、計上されていると評価します。 

 以上のことから、今後も本町の介護保険制度が持続可能な制度として運営されるよう、

より一層の経営努力をされることを要望いたしまして賛成討論といたします。 

◇議長（白石豊樹君） ほかに討論の通告がありませんので、これをもって討論を終結い

たします。 

 続いて採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手多数。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２４ 議案第３２号 令和６年度甘楽町後期高齢者医療特別会計予算 

◇議長（白石豊樹君） 日程第２４、議案第３２号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 
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 質疑の通告がありませんので、討論に入ります。 

 討論の通告がありますので、発言を許します。 

 議席１２番、山田邦彦君。 

◇１２番（山田邦彦君） 私は、議案第３２号について反対の立場で討論いたします。 

 後期高齢者医療制度は、戦後必死に働いてきていただいた高齢者に対して、晩年になっ

たら国から捨てられるような制度と感じます。「姥捨て山」と表現する人もいますが、お

金を取られることを思えば「姥捨て山」よりもひどいことになります。こんな制度でいい

はずがありません。かつての民主党政権時には廃止を公約していましたが、実現されずに

きてしまって、大変残念に思っています。後期高齢者医療制度は、これまで扶養家族に

なっていたお年寄りも例外なく強制的に家族皆が入っていた保険から切り離されるもので

す。７５歳以上を一律に後期高齢者と決めつけ、現役世代から切り離し、全く独立した医

療保険に加入させるというものです。世界の中の国民皆保険制度の国々では、他に例があ

りません。政府は後期高齢者の特性を、「治療に時間も手間もかかる。認知症も多い。い

ずれ死を迎える」などと規定していますが、こんな考え方で制度を作れば差別医療とも

なってしまいます。保険料は減額措置があるとはいえ、生活保護受給者を除いて、一人一

人から徴収します。それまで、扶養として支払い義務のなかった約２，０００万人の高齢

者の方も保険料を払っています。また、発足当時、群馬県内の３町村のみ軽減されていた

保険料が、現在は県内一律の保険料となりました。これは、町長はじめ町の関係者の皆さ

んの努力によって医療費が低く抑えられていたので保険料が安くなっていたのを、他市町

村と同額の保険料にされたということで、町の努力に対する評価をしないという表れで納

得できるものではありません。 

 何よりこの保険を強く求めてきたのが、財界や大企業です。企業の保険料の負担増が増

えれば、企業のグローバル競争力の低下を招くとして、保険改悪を強く求めてまいりまし

た。自分たちは大きな利益を上げながら、国民に犠牲を押しつける大変身勝手な態度だと

思います。 

 そもそも日本の社会とは、７７なら喜寿、８８で米寿、その後、卒寿、白寿と高齢を心

から祝う社会でした。その考え方で高齢者医療を見るならば、無料にすることが本来の姿

だと思います。財政難を理由にして、高齢者の負担増をする。こんな政治に未来はないと

思います。私は、即中止、撤回すべきと思い、反対いたします。 

◇議長（白石豊樹君） 次に、議席６番、堀口博君。 
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◇６番（堀口 博君） 私は、議案第３２号令和６年度甘楽町後期高齢者医療特別会計予

算について、賛成の立場で討論させていただきます。 

 後期高齢者医療制度は、７５歳以上の方々の「生活を支える医療」を提供するととも

に、これまで長年社会に貢献してこられた方々の医療費を皆で支える「長寿を国民皆が喜

ぶことができる仕組み」です。 

 しかしながら、少子高齢化が進み、医療費が増えていく中で、国民皆保険を維持してい

くには高齢者にも一定程度の負担増を求めないと運営できないのも事実であります。 

 また、本制度の運営は県内すべての市町村で構成する「群馬県後期高齢者医療広域連

合」が行い、保険料率は県で均一となっています。 

 令和６年度の歳入歳出予算は、それぞれ２億３５０万円です。歳入の主なものは、後期

高齢者医療保険料及び保険料の軽減分を補てんする一般会計からの繰入金です。歳出で

は、後期高齢者医療広域連合納付金が主な支出となっています。このように、本特別会計

は、町に納付された保険料と一般会計からの繰入金等を広域連合に納付することを基にし

た予算編成となっています。 

 以上のことから、今後も７５歳以上の方々の生活を支える医療制度として、また将来に

向けて持続可能な医療制度となるように、サービス向上、制度の充実に努めていただくこ

とを要望いたしまして、本議案に賛成いたします。 

 以上です。 

◇議長（白石豊樹君） ほかに討論の通告がありませんので、これをもって討論を終結い

たします。 

 続いて採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手多数。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２５ 議案第３３号 令和６年度甘楽町水道事業会計予算 

◇議長（白石豊樹君） 日程第２５、議案第３３号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 
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 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２６ 議案第３４号 令和６年度甘楽町下水道事業会計予算 

◇議長（白石豊樹君） 日程第２６、議案第３４号を議題といたします。 

 本件につきましても、すでに提案説明が終わっております。 

 質疑・討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。 

 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２７ 閉会中の所管事務継続審査・調査申出書について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第２７、閉会中の所管事務継続審査・調査申出書についてを

議題といたします。 

 各委員長から、会議規則第７５条の規定によりお手元に配付しました「継続審査・調査

申出書」のとおり、閉会中の継続審査・調査の申出がありました。 

 お諮りいたします。 

 各委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査・調査することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（白石豊樹君） ご異議なしと認めます。よって、各委員長から申出のとおり、閉

会中の継続審査・調査をすることに決定しました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２８ 議員派遣の件について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第２８、議員派遣の件についてを議題といたします。 

 会議規則第１２９条第１項の規定によりお手元に配付しました「議員派遣の件」につい

てお諮りいたします。 

 配付書記載のとおり議員派遣することに、ご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（白石豊樹君） ご異議なしと認めます。よって、配付書記載のとおり議員派遣す

ることに決定いたしました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

午後１時４６分休憩 

午後１時５１分再開 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

◇議長（白石豊樹君） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

○日程第２９ 一般質問 

◇議長（白石豊樹君） 日程第２９、一般質問を行います。 

 質問は、あらかじめお手元に配付した質問一覧表の順により発言を許します。 

 通告書に沿って簡潔にお願いします。 

 最初に、質問１を議席９番山田光男君、登壇の上、質問を願います。 

◇９番（山田光男君） それでは、議長の許可をいただき、一般質問をさせていただきま

す。「大手門周辺整備計画について」。 

 大手門周辺は、小幡小プール、小幡幼稚園、そして少し前に保健センターが解体され、

今現在、更地になっております。この地は、江戸時代ではその名のとおり、小幡藩の正門

があり、養蚕の盛んな明治時代から平成の間に、甘楽社小幡組、小幡町役場、甘楽町役

場、農業協同組合、甘楽町保健センターと、この地区の行政、経済の中心だった地であり

ました。また、県道富岡神流線と県道金井小幡線の交わる所にあり、甘楽スマートイン

ターの開通により、観光客の流入拠点になると期待されます。今後どのような計画である

か、質問いたします。 

 １、大手門周辺整備（公園造成工事）計画は、どのような公園になるか教えてくださ

い。 

 ２、小幡地区の中核となる施設の建設計画はありますか。 

 この場所に、地域の交流や活動ができる多目的ホールなどを造る予定はありますか。歴

史的に多くの人が集まってきた所なので、地域だけでなく、観光客に対しても活用できる

集いの場が必要と考えます。 

 ３、甘楽社小幡組由来碑を活用して、観光ＰＲを行ってはどうか。 

 甘楽富岡農業協同組合甘楽支所地内にありましたこの碑は、道路拡張に伴い、歴史民俗
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資料館の西側に仮設置されております。その碑文の中に、「村中が養蚕に携わり、製糸を

しない女性はいなかった」と記されており、養蚕によってこの地域が繁栄したことを述べ

ております。城下町の区割りの中に、町全体が養蚕に携わっていたことを思い浮かべなが

ら、養蚕農家建築群が建ち並ぶ町並みを歩くと、今までとは違った味わいがあるかと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 ４、大手門周辺に防火貯水槽の設置の計画はありますか。 

 小幡小プールは、児童の水泳教室の場だけではなく、近隣火災における重要な消防水利

として利用されてきました。雨不足で雄川堰に水が流れていない時を見るたびに、心配し

ております。プールに代わる消防貯水槽の設置が必要と思いますが、いかがですか。 

 以上、質問を終わります。 

◇議長（白石豊樹君） 質問が終了しました。 

 答弁を願います。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） それでは、山田光男議員の「大手門周辺の整備計画について」の

ご質問にお答えをしたいと思います。 

 大手門の跡、そして小幡幼稚園の跡や小幡小プール跡地等を活用した、公園整備につい

てのこれからのご質問をいただきました。 

 議員のご質問にもありますように、昨年３月２５日に待望の甘楽スマートインターチェ

ンジが開通をし、交通アクセスの改善が図られ、城下町小幡へのアクセスがスムーズで便

利なものとなりました。さらに、これから来訪者が安心して訪れることができる交通イン

フラの整備や案内施設の充実にもこれからも努めてまいります。 

 大手門周辺整備計画は、地域の魅力を向上し、観光振興や地域活性化を促進する重要な

取り組みで、大手門があったということが分かるような整備を基本方針に、既存の歴史民

俗資料館をはじめとした歴史的建造物を活かし、地域の声をこれからも大切にして、観光

客や町民の皆さんが訪れてもらえる場所とする予定であります。 

 各ご質問いただきましたこの詳細につきましては、この後、担当課長からお答えをさせ

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

◇議長（白石豊樹君） 建設課長。 

◇建設課長（秋山勝重君） 命により、お答えをいたします。 

 １つ目の「大手門周辺整備計画は、どのような公園になるか」のご質問ですが、この整
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備につきましては、エリアを２つに分けて実施をする計画となってございます。 

 １つ目のエリアは、旧保健センター跡地を含めた歴史民俗資料館の敷地、ギャラリー大

手門跡地と小幡幼稚園跡地を範囲としたものでございます。今年度、１期工事といたしま

して、園舎の解体工事を実施いたしました。 

 ２つ目のエリアは、小幡小のプール跡地を範囲とした第２期工事として計画をしており

ます。今年度、小幡幼稚園舎の解体に合わせまして、先行してプールの解体工事を実施い

たしました。 

 第１期工事につきましては、歴史民俗資料館の敷地や東側県道と同じ高さになるよう

に、保健センター跡地と小幡幼稚園跡地の敷地の盛土をいたしまして、一体的な利用がで

きるようにいたします。また、資料館北側の町道におきましては、交通の安全性を高める

ような道路拡幅を行う予定となってございます。 

 幼稚園跡地につきましては、大型観光バスも駐車ができる駐車場を整備し、観光客や地

元住民の方々が訪れる憩いの場的な公園として整備を行う予定でございます。 

 このような整備を行いながら、歴史民俗資料館と有機的に結びつくような整備を１期工

事で行う予定となってございます。 

 また、大手門の跡地につきましては、歴史的価値を活かしたものとするため、歴史や景

観分野を得意とするコンサルタントのご意見、知識などをお借りいたしまして、陣屋の入

り口を象徴するような整備を行う予定となってございます。 

 第２期工事を予定しております小幡小プール跡地につきましては、旧小幡藩武家屋敷

「足軽長屋」の移築が可能かなどを含めまして、今後、地域の皆様方からご意見やご要望

を収集して、整備計画の策定を行う予定となっておりますので、ご理解を賜りたく、よろ

しくお願い申し上げます。 

 ２つ目の「小幡地区の中核となる施設の建設計画はありますか」についてのご質問です

が、第２期工事で実施をいたしますプールの跡地計画は、先程申し上げましたとおり、現

在白紙であります。地域の皆様方などのご意見やご要望等の中で、「観光客や地元住民が

交流や文化活動等のできる多目的な施設整備」についてのニーズなどを把握させていただ

きまして、これらを十分参考として、旧小幡藩武家屋敷「足軽長屋」の移築などと併せ

て、活用方法や維持管理などについて地域の皆様方と話し合いを行いながら検討していき

ますので、ご理解を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。 

◇議長（白石豊樹君） 教育課長。 
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◇教育課長（齋藤文康君） 命により、お答えいたします。 

 ご質問３の「甘楽社小幡組由来碑を活用した観光ＰＲを行ってはどうか」ですが、甘楽

社小幡組由来碑は、大正６年３月、当時の甘楽社小幡組組合員が、組合の歴史を後世に伝

えますますの隆盛を図るために建立したと言われ、町指定重要文化財に平成３０年に指定

されています。 

 また、平成２７年に認定された日本遺産「かかあ天下－ぐんまの絹物語－」の構成文化

財の一つとなっております。日本遺産は、地域の歴史的魅力や特色を通じて、国の文化、

伝統を語るストーリーを文化庁が認定するもので、「かかあ天下－ぐんまの絹物語－」

は、４市町村１３文化財で構成されており、甘楽町では、「甘楽社小幡組由来碑」の他、

「旧小幡組製糸レンガ造り倉庫」「甘楽町の養蚕・製糸・織物資料」の３件が認定されて

います。 

 現在、資料館西側に仮設置したことにより、日本遺産を構成する３件の文化財が集約さ

れたため、来訪者にも好評をいただいております。 

 大手門周辺整備に合わせて改めて資料館近くに移設させていただき、養蚕・製糸関連の

文化財を巡る周遊拠点として、地域の魅力を発信していきたいと思います。 

 引き続き、関係機関と連携し取り組んでいきますので、ご理解とご支援をお願い申し上

げます。 

◇議長（白石豊樹君） 建設課長。 

◇建設課長（秋山勝重君） 最後に、「大手門周辺に防火水槽の設置の計画はあります

か」のご質問にお答えをいたします。 

 ご指摘のとおり、かつては小幡小学校プールが消防水利に指定をされておりました。し

かし、漏水により使えなくなったため、水泳の授業がスイミングスクールに移行するタイ

ミングで、防火水槽、消防水利から除外をいたしまして、今回の取り壊しを行ったところ

でございます。 

 山田光男議員もご存じのとおり、このプールの西側約５０メートルの小幡小学校校庭敷

地鉄棒付近ですけれども、１００トンの防火水槽が設置をされております。通常の防火水

槽につきましては、４０トンの設置をしておりまして、小幡小学校の敷地内にある防火水

槽につきましては、この２．５倍の能力を有しておりますので、今までのプールの代替機

能があるというふうに今のところ考えてございます。 

 現状ではこのような状況でありますので、新たな設置の予定はありません。しかし、消
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防署と相談をしながら、消防力が不足をしている地域には整備をしていきたいと考えてお

りますので、ご理解を賜りたくよろしくお願い申し上げます。 

◇議長（白石豊樹君） 答弁は終了しました。 

 ２回目の質問がありますか。 

 山田光男君。 

◇９番（山田光男君） 大手門周辺整備事業につきまして、文化財は地域のルーツを知る

上で重要な施設であり、「足軽長屋」は全国的に残っているものが少なく、松浦家のよう

に復元し観光資源として活用するのは良いと思います。ただ、各町の文化財は一固まりで

ないのが残念で、２万石織田家の城内に導く入り口として大手門周辺整備は重要な役割を

持っていると私も思います。中小路武家屋敷、楽山園、そして松浦家、織田公公園と周遊

してもらうために、どのような「足軽長屋」の活用があるかを１点教えていただきたいと

思います。 

 ２番目の部分につきまして、小幡地区の中核となる施設の建設計画でありますが、過去

４００年の歴史から大手門に人が集まる力を感じております。すぐできることでありませ

んが、上信電鉄を境に、まず北側が発展すると言われております。事実、各方面から資本

が入ってきており、活気付いております。南側の地区が観光で活気付いていくには、自由

度のある施設を造り、そこから情報を発していくことが人を集めることだと思いますの

で、これからいろいろ考えていただくとともに、役場の例えば出先機関を作ってみてはと

思いますが、いかがでしょうか。 

 それから、３、甘楽社小幡組由来碑の件につきましてですが、明治の初めは、政府の方

針で養蚕が、春ほか１回と決められていたそうで、これらは蚕の病気を防ぐものでした。

明治５年に、富岡に器械製糸の官営製糸場ができましたが、より多い収入を目指して改良

された上州座繰りや、品質統一を図るため組合製糸が組織され、家内工業でありながら１

つになれば、大市場にも負けない品質の生糸ができることになり、農家に大きな利益を与

えた部分があります。事実、小幡の桜並木を見ますと、大きな養蚕農家群の建設部分を見

て歩くと、城下町小幡という部分だけでなく、養蚕と城下町という部分のすごさというん

ですか、世界遺産にもなってもおかしくないような町並みを感じるところであります。 

 一応、町の方でもいろいろこれから検討していただけるというふうに思いますが、私も

上毛かるたの中で、「力あわせる百九十万」という札がありますが、石碑にあることは、

養蚕において力を合わせる甘楽町だったんじゃないかなというふうに思うところがありま
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した。先日、道の駅甘楽内にある松井家住宅で、上州座繰器による実演を見学しました。

手作業で、繭から生糸にする工程はとても興味深く、丁重に説明していただきました。見

渡す限り、緑色の桑畑が広がっていた甘楽町も、今では養蚕農家はほとんどなく、お蚕を

知らない世代が増えてまいりました。石碑とかかあ天下の像から、観光向けだけじゃな

く、明治、大正、昭和と、この地域の産業の中心だった養蚕の歴史を知る上で、小学校の

総合学習で座繰りの実演を通して教えていくのも良いと思いますが、どうでしょうか。 

 また、先日２月２６日付の上毛新聞ですが、県蚕糸技術センターが蛍光シルクの繭を販

売すると掲載されていました。これを使うのも興味を持ってもらえると思いますが、どう

でしょうか。 

 続きまして、大手門周辺に消防水利の設置の計画につきましてですが、周辺に設置の予

定はないというふうにお聞きしましたが、本来なら雄川堰があれば防火用水の必要性はな

いと思うんですが、３６５日いつでも豊富に水量があるとは限りません。やはり、水の確

保が、私は必要だといつも思っております。 

 ３０年ほど前に、消防団の先輩から、「堰に水がない時がある。この地区にも防火貯水

槽が必要だ」と指摘され、機会を作っては、その必要性を言ってまいりました。城下町の

区割りの関係上、なかなか用地を見つけることができませんでした。大きな古い建物があ

る地区なので、消火にも四方八方からの放水が必要であり、大量の水が必要となります。

雄川堰の流れは、いつも流れているとは限りません。いつ起きるか分からない火災に対し

て水を蓄えておくことが、地域の安全を守ることだと思います。 

 大手門周辺の部分も、１区におきましての横町・上町、その他、大きな部分で消火活動

の基点ともなります。また、２区に対してもなると思います。どうしても大きな建物に対

しては、初期消火、それから次に協働による防火消防水栓の消火、それで消防団の消火と

なってきます。どうしても小さいものでやっていけば問題はないんですが、これからだん

だん時間がかかればかかるほど、大きな火災なり鎮火に時間がかかってくると思いますの

で、１００トンの防火用水は十分理解しておりますが、例えば桜並木の方に消防車を繋げ

ていくということになりますと、中継、中継ということで、時間もそれなりにやっぱりか

かっていきますので、そこの大手門周辺に防火用水があれば、より地区の人たちは安心を

感じると思いますが、もう一度考えていただけないでしょうか。検討していただけないで

しょうか。 

 以上です。 
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◇議長（白石豊樹君） 町長。 

◇町長（茂原荘一君） いろいろなご要望を、質問に繋がってご要望いただきました。 

 「足軽長屋」の話も出ましたけれども、そのことにつきましては、先程、課長が答えま

したように、まず移築が可能かどうかの調査をしなければなりません。全て全部新しいも

ので造るということになれば、また違った意味合いになってしまいますので、その辺のと

ころの情報を収集しながら現在白紙であるというお答えを課長がしてくれたんだというふ

うに思っておりますので、この後、地域の皆様のいろんな要望等を聞きながら、ご意見等

を聞きながら、その分については検討を進めていきたいというふうに思っております。 

 それから養蚕農家のことにつきまして、いろいろなご要望等もいただきました。確か

に、甘楽町は養蚕で栄えたといいますか、私の家も農家でありましたし、養蚕農家であり

ました。みんなお蚕をしていた時代もあった訳でありますけれども、今またそれに戻ると

いう訳にはなかなかいきませんから、それらの歴史的な遺構を活かしながら、甘楽町で養

蚕があったと、そしてそれがこれからどういうふうに発展していくかと、その辺のところ

をしっかりと捉えながら、皆さんにＰＲをしていくことが必要だろうというふうに思って

おります。 

 最後に、防火水槽の話もいただきました。最後に課長が答えましたように、消防力がま

ず不足していると。常備消防もありますし、甘楽町の消防団もある訳でありますから、そ

れらの皆さんの意見も聞きながら、必要なところには必要な整備をしていくということを

課長がお答えをしていただきましたので、そのとおりだというふうに思っておりますの

で、ご理解をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

◇議長（白石豊樹君） 教育課長。 

◇教育課長（齋藤文康君） 先程のご質問の中で、座繰りの関係、養蚕の子どもの学習の

関係もご質問いただきました。現在、座繰りにつきましては、学校でも毎年実践をしてお

ります。毎年、それぞれの小学校で必ず学年を指定して、座繰りの学習をしております。 

 それから、ふるさと学習として５年生の宿泊も、昨年度からふるさと館で実際に宿泊を

させていただきながら、城下町小幡を中心とした共同学習を、今年度行ったのは２日目

が、ずっと町中をご案内いただきながら学習をしていく、そんなプログラムを行って、で

きるだけ養蚕、あるいは富岡製糸との関係におきましてはレンガ、あるいは深谷市との授

業で、遠隔の授業で、学年を繋いで交流学習をしたりというようなふるさと学習にも力を

入れて、またこれからもそういう学習をより広げていければと思っております。 
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 以上です。 

◇議長（白石豊樹君） 答弁が終了しました。 

 ３回目の質問がありますか。 

 山田光男議員。 

◇９番（山田光男君） どうもありがとうございました。まだまだ私自身の方も、地区の

方の皆様と相談しながら、消防力の向上のために防火貯水槽の設置の働きかけをしていき

たいというふうに思います。また、この文化財の特に活用といたしまして、町長も先程言

われたとおり、いろんな方、町民の皆さんから活用のことを聞くというふうなお話を聞き

ました。また、町外の方としまして地域協力隊、またインターンの皆さんなど、いろいろ

な人の意見をより広く聞いていただいて、若い職員で構成されるプロジェクトを組んでい

くという予算も承知、来年度から設置していますので、より良い甘楽町の観光づくりとし

て、企画を出してきていただければ幸いだと思いますので、よろしくお願いいたします。 

◇議長（白石豊樹君） これは要望ということでよろしいですか。 

◇９番（山田光男君） はい。 

◇議長（白石豊樹君） 以上で、山田光男君の質問が終了しました。 

 次に、質問番号２を議席５番横尾稔君、登壇の上、質問願います。 

◇５番（横尾 稔君） 議長のお許しをいただきましたので、一般質問通告書に従いまし

て、「水道事業について」質問させていただきます。 

 私たちの暮らしが地震災害と隣り合わせにあることを思い知らされた能登半島地震、道

路と同様に断水が被災地支援を遅らせ、長期化しています。 

 こうした中、供給を支える水道管の老朽化が被害の拡大の要因になったと見られ、水道

は止まることが許されない重要なインフラだけに、町における水道事業についてお伺いし

ます。 

 法定耐用年数４０年を超える水道管の割合、更新された管路更新率、今後の更新見通

し。 

 水道施設の耐震化や水道管の接合部が壊れにくいなど、耐震適合性のある管の使用が急

がれますが、現状はいかがか。 

 台風や地震で長時間の停電が発生した場合、貯水槽における非常電源の稼働時間はどれ

くらいなのか。 

 水道管の漏水は、断水にも繋がるため、未然に防ぐ必要があります。近年では、茨城県
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桜川市や愛知県豊田市など、先進技術による漏水感知システムを導入して、聴診探知機な

ら５年かかるところを７カ月と、１０分の１近くに短縮、費用も６割から７割と大幅に削

減できています。前橋市においても、事前に予測して対処する予防保全型を管理の原則と

して、同じシステムを用いることで早期発見、修繕に繋げています。 

 町のお考えをお聞かせください。 

◇議長（白石豊樹君） 質問が終了いたしました。 

 答弁願います。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） それでは、横尾議員から「水道事業について」のご質問がござい

ました。 

 ご質問のように、水道は人が生活する上にとって止まることができない、いわゆる断水

になることができない、重要なインフラであります。 

 しかし、能登半島地震の際にも、施設や管路に甚大な被害をもたらしました。断水がま

だ続いておるような状況の中で、そのために全国各地の自治体や事業者、ボランティアの

方々が、早期復旧を目指して、支援を続けているところだというふうに思っております。

一日も早く一刻も早くの復旧を願うものであります。 

 こうした被害の要因の一つとして、議員質問の施設や管路の老朽化は、当町においても

深刻な問題と捉え、施設においては、令和２年策定の「甘楽町水道事業基本計画」に基づ

き、町で一番大きな浄水場でありますけれども、白倉浄水場の耐震化工事を令和３年に完

了したところであります。 

 また、管路におきましては、「第６次総合計画」に基づき、継続して、今布設替工事を

進めているところであります。安全・安心な水道水の供給にこれからもしっかりと努めて

まいりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 管路等の詳細につきましては、この後、課長からお答えをさせますので、よろしくお願

いいたします。 

◇議長（白石豊樹君） 水道課長。 

◇水道課長（富田和幸君） 命により、お答えさせていただきます。 

 まず、ご質問の１つ目、「法定耐用年数４０年を超える水道管の割合、更新された管路

更新率、今後の更新見通し」につきまして、お答えをさせていただきます。 

 現在、当町の水道管は合計で１２万５，２９３メートル布設されております。これは導
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水管から給水管まで、町が管理をしております全ての水道管の延長となります。このう

ち、法定耐用年数を経過している水道管は、４万６，６０９メートルで、３７．２％の割

合を占めております。 

 管路の更新率につきましては、年間０．６％、距離でいいますと７５０メートル程度で

ございますが、総合計画に基づき、優先箇所を検討しながら計画的に進めているところで

ございます。 

 次に、２つ目のご質問でございます。「水道施設の耐震化や耐震適合性のある管の現

状」につきまして、お答えさせていただきます。 

 まず、施設の耐震化でございますが、先程町長からもありましたが、白倉浄水場は令和

３年に耐震化工事が完了し、災害時に最も重要とされる配水地の耐震化率は４９．４％と

なっております。また、令和１０年からは、轟浄水場の耐震化工事も予定しているところ

でございます。耐震適合性のある管の延長は１万６，６４９メートルで、割合として１

５．３％となっております。 

 次に、３つ目のご質問、「災害時の浄水場における非常用電源の稼働時間」につきまし

て、お答えさせていただきます。 

 現在、発電機に対応している施設は、町内で５箇所ございます。白倉浄水場と轟浄水

場、残りにつきましては秋畑地区の高区や中区に送水しております、それぞれのポンプに

発電機を設置しております。各発電機とも、負荷のかかり方により多少前後もあります

が、燃料満タン時に、白倉で１６時間、轟で４時間、来波増圧ポンプ場で１６時間、来波

中区ポンプ場で２８時間、葦の萱ポンプで４０時間となります。 

 次に、４つ目のご質問、「先進技術の漏水検知システムの導入」等につきまして、お答

えいたします。 

 町では、有収率の向上を目指し、毎年給水区域を決めて漏水調査を行っております。令

和５年度におきましては、白倉地区を中心に行い、約２ポイント上昇し、８３．９４％と

成果が出ているところでございます。 

 議員のおっしゃる、茨城県桜川市や愛知県豊田市などが導入した漏水検知システムは、

現在全国的に導入する動きが見られ、全国で８０の事業体が導入している最新の技術と認

識しております。このシステムは、衛星から放たれる電磁波の反射特性を生かした画像

データにより、漏水の可能性がある区域を半径１００メートルの範囲に絞り込めるという

ことが、最も優れているところと言えます。その後、可能性のある箇所には、従来同様の
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音聴調査が入り、漏水箇所を特定し、修繕する流れとなります。効率性や探索時間等を考

慮すると、費用面においても有効な手段の一つと考えられますが、調査範囲や管路延長等

に応じて、割増しになることも考えられますので、費用対効果も考慮しながら、前向きに

検討していきたいと考えております。 

 また、このような技術の導入につきましては、広域の取り組みとしても有効と言われて

おりますので、県や近隣事業体と情報共有をし、検討していきたいと考えております。今

後も議員のご指導とご協力をお願いします。 

◇議長（白石豊樹君） 答弁が終了しました。 

 ２回目の質問がありましたらお願いします。 

 横尾稔議員。 

◇５番（横尾 稔君） まず、お答えいただきました中での耐用年数を超えた水道管につ

いてなんですけど、今後実施されるのが７５０メートルということですので、私も６次の

総合計画の中で、令和４年度の更新実績７１２メートル、令和５年度は今年の１月の全協

でのものですから、見込みということで６６０メートルと報告を受けておりますが、この

年間の更新できる長さというのを７１２、６６０、７５０となると、平均的に７００メー

トルぐらいを計画されていると思うんですけど、これはこの４月１日から、厚生省から国

土交通省観光庁となり、移管されて、水道事業の中で、インフラ整備や災害対策などが得

意とされる省庁、国土交通省など入っていますけれども、今後についてこの町の対策が、

先程言いましたけど、施設を管理していく中では、広域化や民間の力という形のものも考

えられますが、７００メートルを実施する、その根拠というか、そういうのを教えていた

だきたいと思うんです。それ以上延びるのか、延ばせられないのか。 

◇議長（白石豊樹君） 水道課長。 

◇水道課長（富田和幸君） ただいま、横尾議員からご質問がありました、年間どのぐら

いできるのか、延ばすのかというご質問でございますが、町長の答弁の中にもありました

「甘楽町水道事業基本計画」というものを令和２年に策定しております。 

 この中で、向こう１０年とか、２０年とかという形で、どの程度講じて、お金が年間ど

の程度の費用をかけられるかという計算をしております。この中で、大体年間で３億円程

度の工事費を見込んでいるところなんですけれども、先程も答弁でお答えさせていただき

ましたとおり、令和１０年から轟浄水場の耐震工事を予定しておるところでございます。

極力お金を使わずにその耐震工事に向けて行いたいというところで、今現在予定している
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のは総合計画でもありますが、年間７００メートル程度、予定しております。本管も大き

さや種類によって変わるんですけれども、大体１億円程度を老朽管の布設替で計画してい

るところでございます。ですから、総合計画でも１年間で７００メートル、１０年で７，

０００メートルの計画でございますので、１年間７００メートルの平均で行っていきたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

◇議長（白石豊樹君） 答弁が終了しました。 

 ３回目の質問がありますか。 

 横尾稔議員。 

◇５番（横尾 稔君） 最終的に、３回目の質問ということで、人工衛星を使った活用し

た水道管の漏水調査の形で、ちょっと質問したいと思いますけれども、課長がおっしゃっ

たように、人工衛星から照射されて戻ってくるマイクロ波が、地表の２メートル下まで到

達して水道水に含まれる塩素で反応してその特性から戻ってきたマイクロ波を分析します

と、水道管の破裂しているのが分かるというすごく画期的で、先程言っていただきました

が、いろいろな自治体で採用されているので、私も三重県の伊賀市や、岐阜、愛知県豊田

市、大分の宇佐市、いろいろ調べてまいりましたが、説明されたとおりですので、今後に

おいて一日も早く、また広域とか県での連携を強めていただきまして、うまく導入してい

ただきたいなと思います。 

 以上で終わります。 

◇議長（白石豊樹君） これは要望ですか。 

◇５番（横尾 稔君） はい、終わります。 

◇議長（白石豊樹君） 以上で、横尾稔君の質問が終了しました。 

 次に、質問番号３及び４を一括して質問願います。議席３番田中享君、登壇の上、質問

願います。 

◇３番（田中 享君） それでは、議長の許可をいただきましたので、一般質問通告書に

基づき質問させていただきます。 

 最初に、「電動キックボードの観光利用等について」。 

 令和５年７月から電動モビリティ、いわゆる電動キックボード等のうち、一定の基準を

満たすものについては、特定小型原動機付自転車と位置付けられ、運転免許不要等の新し

い交通ルールが適用されています。 
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 町中を走行する電動キックボードが、自転車と同様に運転免許が不要で、ヘルメットの

着用も努力義務となるなど、１６歳以上であれば誰でも運転できる手軽な移動手段となる

ことから、若者などを中心に急速に普及が進むのではないかと思います。 

 一方で、運転免許が不要であることから、交通ルールを学ぶ機会がなく、ルールをよく

知らないまま危険な運転をするなど、交通マナーの悪化や悲惨な交通事故の発生が増加す

るのではないかと懸念されます。 

 そこで、次のとおり質問いたします。 

 １つ目として、以前、同僚議員から講習会、特に運転免許のない人を対象とした講習会

を開催し、安全に利用できるよう要望していましたが、その後の状況はいかがでしょう

か。 

 ２つ目。町で導入し、業務時の移動や施設の見回りなどに使用し、利便性、安全性、危

険性等を検証することも必要だと思いますが、いかがでしょうか。 

 ３つ目。安全性、利便性の実証後には、町内の観光名所、自然豊かな公園や歴史あるお

寺や町並みなどを巡る移動手段の一つとして活用してはいかがでしょうか。 

 町の考えをお伺いいたします。 

 続いての質問です。「空き家対策について」。 

 町では、２０１９年（平成３１年）１月に「甘楽町空家等対策計画」を策定し、空き家

の適切な管理や発生の予防などの対策を進めています。 

 空き家の管理は所有者自らが適切に管理することが原則です。しかしながら、家庭に

よっては事情が様々であり、近所に住む親戚などが管理をしているケースもありますが、

最も問題なのは、誰も管理をする人がいなくなり、長年放置されているケースです。 

 町の「空き家実態調査」によると、町内では、２０１５年（平成２７年度）空き家件数

は３０４件、空き家率４．９％、２０２２年（令和４年度）は空き家件数４０２件、空き

家率６．３％となっています。 

 今後も、少子高齢化や人口減少、建物の老朽化、社会ニーズの変化などにより、さらに

空き家等の増加が見込まれます。 

 そこで、今後の空き家対策について、次のとおり質問いたします。 

 １つ目。町では、「空き家バンク」制度を積極的に活用していますが、さらなる方策と

して、県外者向けに「オンライン内覧」の実施や、町が１０年間借り上げ、予算内でリ

フォームしてから貸し出すなど、貸し手と借り手の間のサポートを充実、工夫してはいか
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がでしょうか。 

 ２つ目。所有者の適切な管理がなされておらず、状態の悪い空き家を悪化させないため

には、早期の発見、把握が重要になります。そこで、著しく不適切である空き家等に対し

て、どのような手段で発見及び把握して、その後の措置を講じていますか。 

 ３つ目。「甘楽町空家等対策計画」の計画期間は、２０１９年（平成３１年）１月から

令和６年今年の１月までの５カ年計画となっています。当計画に係る５年間の施策の成果

及び総括について、また今後の計画はどのようになっていますか。 

 町の考えをお伺いいたします。 

◇議長（白石豊樹君） 質問が終了しました。 

 質問番号３及び４を一括して答弁を願います。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） それでは、田中議員から２つのご質問をいただきました。 

 まず最初に、「電動キックボードの観光利用等について」のご質問でございます。 

 このことにつきましては、電動キックボードは、議員おっしゃいましたように近年急速

に普及している新たな移動手段であるというふうに認識をしております。しかし、議員ご

指摘のように、利便性が高い一方で、安全性といいますか、それが一番懸念される点があ

ります。町内の道路にしてみれば、非常に幅員の狭い道路が多い訳でありますから、こう

いう中での公道を走る乗り物ですから、より一層の安全性の確保がより重要になるという

ふうに思っております。 

 運転者は、それこそヘルメットなどの適切な装備を着用して、速度制限を守って、そし

て歩行者、そして自動車等との衝突事故防止に努めてもらわなければならないというふう

に思っております。そのためには、運転者に対しても交通ルールや安全運転の重要性を啓

発する必要があります。このことこのことにつきましても、前回に引き続いての質問であ

りますので、この後、職員にお答えをさせます。 

 また、町が公費で導入して観光利用を推進することはというご質問をいただきました。

費用対効果や住民の生活圏を走るということについて、地域社会の理解も不可欠でありま

すので、より一層安全な利用環境を続けるかどうかを十分に検討した上で、取り組みを進

めていければというふうに考えております。 

 ご質問の詳細につきましては、先程申し上げましたように、また担当課長からお答えを

させます。 
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 それから、もう一つ、「空き家対策について」のご質問をいただきました。 

 近年、非常に空き家が多くなっているということは、十分私どもも承知をしており、調

査等を進めておるところでありますけれども、人口の減少や核家族化の影響などによっ

て、先程申し上げましたように、当町における空き家の数は年々増加しているのが現状で

あります。 

 令和４年度に町が実施をしました「空き家実態調査」では、４０２件の空き家があるこ

とが判明しております。その利活用をはじめ周辺に悪影響を与えている空き家の抑制や除

却が課題となっております。 

 町では、空き家問題の解決に不可欠なまず「抑制」、そして「活用」、そして「除

却」、この３つの視点に立った空き家バンクの取り組みをはじめ、除却やリフォーム、そ

して家財等の片付けに要する経費の一部を補助する。これらのことを行っている訳であり

ますけれども、空き家の利活用と不適切な空き家の発生防止に、それらを行いながら努め

ているところであります。 

 空き家につきましても、この後、課長から詳細につきまして、お答えをさせます。どう

ぞよろしくお願いします。 

◇議長（白石豊樹君） 総務課長。 

◇総務課長（田村昌徳君） 初めに、ご質問３番の「電動キックボードの件」についてお

答えをいたしたいと思います。 

 初めに、ご質問（１）の講習会の件でございますけれども、電動キックボード、正式に

は議員もおっしゃったとおり「特定小型原動機付自転車」と言いますけれども、昨年７月

から新たな交通ルールが適用され、町はナンバー交付を行うとともに、軽自動車税、年額

２，０００円ですけれども、その課税を行うこととなっております。 

 昨年６月の議会で、議員さんから講習会の開催や意識啓発のご意見をいただいたことか

ら、このナンバー交付の際には、車両の保安基準や交通ルールを掲載したチラシを配るよ

うに準備したところでございます。その後８カ月経過をしておりますけれども、現在まで

のところ、町での登録はゼロ件でございます。したがいまして、講習会の開催につきまし

ては、もう少し普及をし、利用者の動向を見ながら取り組んでいきたいというふうに考え

ております。 

 次に、ご質問２番目の「公務での利用と実証実験」のご提案でございますけれども、お

隣の富岡市で実施をしていることは承知をしております。 
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 現在、職員が出張する際には、もっぱら町の公用車を使用しておりますけれども、この

電動キックボードを使用すると仮定した場合は、行き先は甘楽町内に限定されるというふ

うに思います。都市部のように駐車場がない場所や近距離での移動、車が入れない住宅街

などでは、小回りが利いて利便性があるというふうに思われますけれども、甘楽町のよう

に、公共施設間の距離があったり、地形の起伏があったり、荷物の運搬も限られるなど、

利用場面を想定した場合は、必ずしも利便性があるとは、現状では考えられないため、現

状での導入の予定は今のところございません。 

 最後に、３番目の「観光名所を巡る移動手段としての活用」についてでございますけれ

ども、県内でも電動キックボードの実証実験に取り組む市町村が幾つか見受けられるよう

になってまいりました。取り組みは始まったばかりで、実際の運用に至るまでは、まだま

だ時間がかかるようでございます。 

 町で導入をして、安全性や利便性が確認された場合であっても、観光利用となると、採

算性や運用方法について十分に検討しなければならないと考えております。 

 特に、観光利用の場合は、議員のご心配している交通ルールやマナーを観光客が持って

いるのか、観光客の運転の経験はあるかなどを把握することはできませんので、貸し出し

側の責任として十分な検討が必要ではないかというふうに考えております。 

 現状では、電動キックボードの導入予定はありませんけれども、移動ツールには様々な

方法がありますので、社会情勢や皆様の声を聞きながら考えてまいりたいというふうに考

えておりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

◇議長（白石豊樹君） 企画課長。 

◇企画課長（髙橋 功君） 続きまして、質問番号４の「空き家対策」について、命によ

りお答えいたします。 

 初めに、空き家の「オンライン内覧」についてのご質問ですが、このオンライン内覧は

動画や写真で物件の状態や魅力をリアルタイムで見ることができるため、遠方の方ですと

か、忙しい方でも、効果的に物件を確認できる利点がございます。 

 導入にあたりましては、他の自治体の取り組み等も参考にさせていただき、所有者の同

意を得た上で、導入が可能かどうかを検討してまいりたいと考えております。 

 次に、「町が空き家を借り上げてリフォームしてから貸し出す」取り組みについてです

が、地域の空き家問題を解決するための有効な提案であると考えます。 

 しかしながら、空き家のリフォームには、老朽化の状態によりまして多額の費用がかか
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るため、リフォームに適した需要が見込まれる物件かどうかの判断ですとか、所有者との

契約内容、責任の範囲、リフォーム後の貸し出し条件などを明確にする必要があると思わ

れます。 

 このため、導入にあたりましては、民間業者との連携の可否や他の自治体の実際の取り

組み事例なども参考にさせていただきながら、調査・研究を重ねてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、「著しく不適切である空き家等の発見、把握の方法、その後の措置について」の

ご質問ですが、その方法の一つは、「空き家実態調査」での委託業者からの通報です。町

では令和４年度に調査を実施しており、その際に、著しく不適切な空き家を発見した場合

には、随時調査業者から通報を受けることとなっております。実績では１件ございまし

て、町から所有者に連絡を取りまして、早急な対応を促し、不適切な状況は改善されてお

ります。 

 ２つ目は、住民からの通報です。地域住民の皆様をはじめ、区長や組長さんから、直接

ご連絡をいただき、「特定空家等」に認定したケースが過去に２件ございます。いずれも

解体等の措置が取られ、改善されているところであります。 

 ３つ目は、職員による把握です。空き家実態調査の結果を基に、職員が活用できそうな

空き家を調査しておりますが、その際に、不適切な空き家がないかについても把握するよ

うにしております。今のところ発見した実績はございません。 

 最近では、特定空家等に該当にはならないんですが、所有者からの申し出によりまし

て、職員が現状調査をした上で、不良住宅に認定し、解体を促すケースが増えてきており

ます。 

 次に、「甘楽町空家等対策計画の成果と総括、今後の計画について」のご質問ですが、

ご指摘のとおり、当計画は本年１月で５年が経過いたしました。 

 これまでに、空き家バンクの登録件数は過去５年間で２２件、うち賃貸または売買と

なった件数が１７件ございました。総合計画では、年間３件の利用を目標としており、町

外から移住されました方は２４人いらっしゃいましたので、目標を上回る成果があったも

のと考えております。 

 一方、除却の実績につきましては、特定空家等の認定が２件、不良住宅等に認定された

ものが９件あり、いずれも危険や不適切な状態が改善されております。 

 総合計画では、年間３件の除却を目標としておりますので、目標達成には至っておりま
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せんが、一定の成果はあったものと考えております。 

 新たな計画の策定につきましては、県の指導の下、本年３月中に空家等対策推進協議会

に諮りまして、策定する見込みとなっております。 

 これまでの５年間を振り返りまして、取り組みの成果や課題等、評価・分析し、次期の

計画策定に活かすとともに、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正によって新

たに取り組むべき内容につきましては、計画に反映してまいりたいと考えております。 

 今後も、地域住民の安全・安心な生活環境を守るために、引き続き空き家対策に取り組

んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

◇議長（白石豊樹君） 質問番号３について、２回目の質問ありましたら、お願いしま

す。 

 田中議員。 

◇３番（田中 享君） 先程の答弁で、「現在のところ、講習会の開催の予定はなし、観

光導入も予定なし」という考えだったんですけれども、近隣自治体、先程言いましたが、

富岡市では、先月２月に職員が電動キックボードの活用を探る実証実験を行いました。約

１カ月間、業務時の移動や施設の見回りなどに使用しました。現在、提言された活用アイ

デアを集計中とのことですが、職員の意見としては、「近場の移動では便利」「自転車よ

り操作は簡単」「思っていたより安定感がある」との参考意見があったそうです。町で実

証実験等の予定がもしないようであれば、電動キックボード、登録はなっていますよね。

所有者ですとか、登録者から意見を聞くなど、再度、前向きに検討してはどうでしょう

か。 

◇議長（白石豊樹君） 総務課長。 

◇総務課長（田村昌徳君） 富岡市は、民間業者と連携をして、業者からキックボードを

お借りして実証実験を取り組んでいるという話は聞いております。甘楽町・富岡市は、ご

案内のとおり、定住自立圏でも連携をしておりますので、富岡市さんの実証実験の結果を

ぜひお聞きをして、そのような有効性があるということであれば、町の方も検討していき

たいという形で考えていきたいと思っております。 

◇議長（白石豊樹君） 答弁が終了しました。 

 ３回目の質問がありますか。 

◇３番（田中 享君） こちら了解しました。 

◇議長（白石豊樹君） 続いて、質問番号４について、２回目の質問がありましたら、お
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願いします。 

 田中享議員。 

◇３番（田中 享君） 空き家対策につきまして、いろいろ取り組んでいただいているよ

うでありがとうございます。先程もちょっと話が出ましたが、昨年令和５年１２月に「空

家等対策の推進に関する特別措置法」が一部改正されまして、空き家の活用拡大、管理の

確保、特定空家の除去等の３本柱で対応を強化することになっていますが、先程計画にこ

れらを取り入れるという話もあったんですけれども、これらの一部改正の中で、租税措置

についてというのがありまして、町長から勧告を受けた特定空家の敷地について、固定資

産税の住宅用特例の解除、いわゆる固定資産税が上がるというやつですけれども、現在、

該当するような空き家はありますか。また、今後積極的にその勧告を行う方針はあります

か。 

◇議長（白石豊樹君） 企画課長。 

◇企画課長（髙橋 功君） 特定空家等に認定されますと、町は、指導・助言、勧告、命

令、代執行という法に基づいた強い措置を講じなければなりません。これまでに５件ほど

特定空家等に認定されました経緯がございますが、解体等の危険解除の措置が取られてお

りますので、固定資産税の住宅用特例の解除はしたことは、実績としてはございません。 

 町の方針としましては、特定空家等に認定することが目的ではなく、空き家が周囲に悪

影響を及ぼす前の段階での対策が重要であると考えております。適正な空き家の管理等に

おきます所有者への働きかけをはじめ、活用できる空き家は空き家バンクを通じた利活用

を促しまして、活用が難しいと思われる空き家については、除却を促してまいりたいと考

えております。 

◇議長（白石豊樹君） 答弁が終了しました。 

 ３回目の質問がありますか。 

 田中享議員。 

◇３番（田中 享君） 了解しました。 

 ところで、３月１日付の新聞によりますと、ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター発表

の２０２３年、いわゆる昨年の都道府県別の移住希望地ランキングでは、過去最高の２

位、前年の９位から大幅にアップして２位となりました。理由としては、群馬県は地震が

少ないことや、生活費や教育費が安いこと、子育て世代やテレワーク層からの関心が高

かったこと等が挙げられています。まさに、甘楽町にも当てはまることですので、ぜひ空
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き家等を活用し、移住希望者を増加させていただきたいと思います。要望です。 

 以上で、質問を終わります。 

◇議長（白石豊樹君） 以上で、田中享君の質問が終了しました。 

 次に、質問番号５及び６を一括して質問願います。議席番号１２番山田邦彦君、登壇の

上、質問を願います。 

◇１２番（山田邦彦君） 私は、「続けられる農業を目指して」と「オーガニックをもっ

と進めるために」の２点について、伺います。 

 まず、「続けられる農業を目指して」についてですが、東京大学の鈴木教授の本、『世

界で最初に飢えるのは日本』が好評です。内容をかいつまんで言うと、「今そこに迫る世

界食糧危機、そして最初に飢えるのは日本。国民の６割が餓死するという衝撃の予測。ア

メリカも中国も助けてくれない。国産農業を再興し、安全な国民生活を維持するための具

体的対策とは」というショッキングな内容です。 

 「最初に飢える」とならないためには、国を挙げて食料自給率を向上させなくてはなり

ませんが、内閣が２月２７日に閣議決定をした「食料・農業・農村基本法改定案」、これ

には「食料自給率」も「新規就農者支援」もありません。ぜひ、そうならないための方策

を実施していただきたいと思います。 

 まず、国に対して、「新農業基本法」に「食料自給率」や「新規就農者支援」を明記す

るように、町村会で「意見書」を出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 国は、法律で「人・農地プラン」を「地域計画」とし、１０年後に目指す地域の農地利

用を示した「目標地図」を作成することが町に義務付けられています。１０年後にも元気

に営農してもらうためには、農家に対して抜本的な支援、価格保障や所得保障が必要だと

思います。国や県とも連携し、行うことが大事だと思いますが、いかがでしょう。 

 この間、町内でも異常気象や価格高騰により、「もう米やめる。コンニャクを作らな

い」「規模を縮小する」、こういった生産者の方々が相次いでいると聞きました。その実

態はどうなっているでしょうか。件数や広さ、生産量などをお知らせください。 

 ぜひ実態をよくつかみ、「離農や廃業」などを選択しないように、農家の皆さんに寄り

添った支援が必要と思いますが、いかがでしょう。 

 町の考えを伺います。 

 次に、「オーガニックをもっと進めるために」について伺います。 

 昨年、町は、群馬県で最初の「オーガニックビレッジ宣言」を行い、全国からも注目さ
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れていますが、現在までの到達や問題点などをお聞かせください。ぜひ、全県のリーダー

となるような実践をしていただくことを期待して質問いたします。 

 まず、新規に「有機ＪＡＳ」を取得した人、また現在する予定の人、オーガニックに挑

戦する人の人数を教えていただきたいと思います。 

 「オーガニック」ならではの出費がかさんで大変だという話を聞いています。有機ＪＡ

Ｓを取得したり、それを継続に関わる経費など、いろいろと声を聞きますが、当事者によ

く話を聞いて、具体的な支援をすることが大事だと思います。ぜひ実施をと思いますが、

いかがでしょう。 

 また、新年度、新たに１０名の「地域おこし協力隊」を募り、「オーガニック推進」の

ためのメンバー募集もするそうですが、その内容はどんなものでしょうか。 

 最後に、新たに「オーガニック推進協議会の規約」ができました。目的は、「生産から

消費まで一貫し」とあり、大変素晴らしいものですが、協議会の５条には、「消費者の代

表」が定められていません。ぜひ、一般公募を含め、複数の消費者の皆さんが参加できる

ようにと思いますが、いかがでしょう。 

 町の考えを伺います。 

◇議長（白石豊樹君） 質問が終了しました。 

 質問番号５及び６を一括して答弁願います。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） それでは、山田邦彦議員から２つのご質問をいただきました。 

 まず最初に、「続けられる農業を目指して」というご質問でありますけれども、農政の

憲法と言われますが、食料・農業・農村基本法の改正案が閣議決定をされて、今通常国会

に提出されて制定をされる予定であります。 

 世界の食料需給の変動、そして地球の温暖化、日本の人口の減少などの変化に対応する

ために、「食料安保保障の確保」でありますとか、「環境と調和の取れた食料システムの

確立」でありますとか、「農業の持続的な発展」、それから「農村の振興」を基本理念と

した法案となっておると承知をしております。 

 町の農業の状況につきましては、生産者の高齢化に加えて、いわゆる生産費の物価の高

騰により、生産のコストが増える一方、生産した農産物の価格転嫁はできない。このよう

な状況で非常に苦しい経営を余儀なくされているのが現状だというふうに思います。 

 こうした農家の支援についての取り組みを町でも検討していかなければならないと思う
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ところであります。 

 まず最初に、質問１で、「町村会で、このような意見書を出していただきたい」とのご

質問がございました。農業基本法の見直しについての町村会での意見書ということであり

ますけれども、議員がご指摘の町村会は、甘楽郡の町村会ではなくて、県の群馬県の町村

会を指しているかというふうに思いますけれども、県の町村会では、理事会が開催をされ

る訳であります。その後も総会等もありますけれども、理事会が開催をされた際に、機会

を捉えて、議員のご質問のことについては発言をしていきたいというふうに思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 そして議員、２から４の詳細につきましては、担当課長からお答えをさせますので、ご

理解をお願いいたしたいと思います。 

 それから、「オーガニックの推進」の質問もいただきました。 

 昨年１０月２０日に、「甘楽町のオーガニック宣言」を行ったところであります。これ

からが有機農業推進のスタートであると、自分も思っているところであります。 

 今年度においては、既に実施計画の目標達成に向けて、ＰＲ動画の作成や、オリーブの

植栽、給食の食材提供などの取り組みを実施しているところであります。 

 次年度につきましても、「甘楽町オーガニック推進協議会」が主体となりまして、給食

の食材提供をこれからも継続をしていくとともに、有機野菜のいわゆる生産拡大、そして

有機米の試験栽培、オリーブの植栽、そして消費者へのＰＲ活動などを広くＰＲしていく

ことが重要だと思いますし、有機農の栽培者を増やす、栽培面積を増やすことも重要なこ

とだというふうに思っております。 

 ご質問の詳細につきましては、この後、担当課長からこの件につきましてもお答えをさ

せますので、よろしくお願いいたします。 

◇議長（白石豊樹君） 産業課長。 

◇産業課長（田村睦宏君） 命により、お答えします。 

 初めに、「続けられる農業を目指して」、このご質問の②番、「農家に抜本的な支援が

必要で、国や県と連携していくことが大事」とのことですが、国では収入保険制度を実施

しており、農業者の所得補償に取り組んでおります。町も、この保険の加入金の２分の１

を補助し、農業者の支援を行っております。 

 また、令和５年度には、物価高騰により経営が厳しい農業者を対象に、飼料、肥料、農

薬の経費の一部を助成する事業を実施いたしました。町内１７７人の農家へ総額２，６２



- 74 - 

 

９万７，０００円の支出を行いました。 

 今後も、交付金等の財源確保ができましたら、支援事業を実施したいと考えます。 

 次に、ご質問③の「生産者の実態はどうなっているでしょうか」についてですが、コン

ニャクの生産農家につきましては、規模縮小や作目変更を考えているというお話を耳にし

ております。 

 しかしながら、作付自体はこれからのことでありますので、軒数や面積、生産量など、

実際の数値としては、県、町、ＪＡともに把握はできておりません。実態につきまして

は、今後の状況を見ながら情報収集し、把握していきたいと考えます。 

 最後に、ご質問④の「実態をよくつかみ、離農・廃業の選択がないよう寄り添った支援

が必要だと思いますが」についてですが、議員のおっしゃるとおり、実態をよくつかみ、

寄り添った支援が必要であると思っております。 

 農業指導センター、ＪＡ甘楽富岡等と連携し、農家への聞き取りや相談を受けつつ、情

報収集に努めたいと考えます。 

 今後も、様々な方策を取り入れながら、積極的に農業支援に取り組んでまいりますの

で、議員皆様のご理解、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。 

 次に、「オーガニックをもっと進めるために」のご質問①ですが、「新規にオーガニッ

クに挑戦する人の人数」についてですが、令和５年度に甘楽町で新規に有機ＪＡＳ認証を

取得される方はおりません。有機ＪＡＳ認証を受けるには、最低２年間の有機栽培作業の

実施と２年間の作業記録が必要となります。 

 昨年、町では、有機ＪＡＳ取得のための最初に受けなければならない有機ＪＡＳ講習会

を開催し、１０名の方に受講いただきました。この方々が、２年間、有機栽培を実施し、

作業記録を残して、認定申請をすれば、有機ＪＡＳ認証を取得できることになります。 

 今後も、有機ＪＡＳ講習会の受講に向けた支援を続けていきたいと考えます。 

 次に、ご質問②の「オーガニックならではの出費などに具体的な支援の実施を」につい

てですが、次年度は、有機ＪＡＳ認証の取得に関わる経費の一部を助成する予定でござい

ます。認証の更新に係る審査手数料の半分を補助する計画であり、オーガニック推進協議

会でお諮りしたいと思います。 

 次に、質問③「地域おこし協力隊のオーガニック推進のための内容」についてですが、

「有機農業を甘楽町で行っていただける方」として隊員の募集をかけています。現在、有

機農業開始に向けて、農家で研修をしている隊員が１名おります。また、新たな募集とし
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て、２名の地域おこし協力隊員を募集しているところでもあります。 

 有機農産物の生産団体の課題に、草取り作業における人手不足が大きな問題になってお

りますので、地域おこし協力隊には作業のお手伝いをお願いしているところです。 

 受け入れ農家での研修を行うとともに、農作業の全般的なサポートは大きな労働力にも

なっております。 

 隊員の任期終了後は、有機農業の担い手として町に移住し活躍してもらうことを期待し

ております。 

 最後に、ご質問④「オーガニック推進協議会の会員に一般公募を含め、複数の消費者が

参加できるように」についてですが、今月１８日に甘楽町オーガニック推進協議会の設立

総会を開催し、立ち上げを行います。推進協議会では、全体的な取り組み内容と執行予算

を決定していただく場としていますので、各団体からの代表者を会員として選定させてい

ただきました。 

 本協議会では、部会を置くことができる規定でありますので、消費者のご意見は、仮称

ですが、「消費者部会」を置いて取りまとめていきたいと考えております。一般公募な

ど、多くの消費者のご意見をいただき、より良い運営を目指していきたいと考えます。 

 今後も、有機農業産地づくり事業を積極的に進めてまいりますので、議員の皆様のご理

解、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。 

◇議長（白石豊樹君） 答弁が終了しました。 

 質問番号５について、２回目の質問がありましたら、お願いします。 

 山田邦彦議員。 

◇１２番（山田邦彦君） まず、①なんですが、町長が町村会長ということで、いろいろ

な場面で大活躍をされています。ちょうど１年ぐらい前にも、このことについて意見書を

町長の名前でもありましたし、町村会の名前でもありました。新しい農業、農業の展望を

先程言われましたが、ただ残念ながら見せていただいたんですが、その時に食料自給率の

文字ですとか、この新規就農者支援が、私からはちょっと見当たらなかったんですね。で

すから、そこをやっぱり強く押し出していただければうれしいなというふうに思いまし

た。 

 先程の紹介した本が、こんなちっちゃい本なんですけど、今、日本中で、鈴木教授が飛

び回って、講習会を開いていたりして、私も何度か参加させていただいたんですが、食料

自給率については、もうこの場にいらっしゃる人は皆さんご存じだと思うんですけど、長
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らく３０％台を上下している訳ですよね。ただ、それも見かけの数字であって、飼料です

とか、種ですとか、肥料ですとか、それぞれが輸入に頼っていたりするものですから、そ

れを全部引き算といいますか、掛け算といいますか、してみると、１０％に満たないの

が、実際の食料自給率なんですね。ここで、どこからも何にも話が、国会が動かないと、

今の政府がそういう自給率を向上させるということがなく、新しい法律になってしまうの

で、これはやっぱり先程、町長も言われましたが、いろんな機会を通じてぜひ発信してい

ただいて、どうしても譲れない部分という印象を残すような意見書にしていただきたいと

思うんですが、その点いかがでしょうか。 

 ②なんですが、①とうんと密接な関係、全部密接な関係なんですけどね。言葉はちょっ

と乱暴かもしれないですけど、ちょっとやそっとの支援をしたのでは、農業が続けられな

くなってしまうと思うんですね。去年、一昨年でしたっけ。人・農地プランで色塗りをし

た１０年後にはどうなるかという、畑とか田んぼの予想図を作られて、今ホームページに

もアップされていますけど、もう本当に惨たんたる状況になってしまいます。ぜひ、そこ

はやっぱり国全体が食料自給率をということも重要なんですが、一つひとつの市町村が、

あるいは一つひとつの農家さんですとか、地域が元気になって、農家を続けていかない

と、本当に世界で一番最初に餓死をしてしまうように思います。ぜひ、そういう見地で、

農家の方、農業を支援していただく。本当に抜本的なやり方をしていかないと、１０年後

というか、もう５年後になくなってしまうケースがあると私は思うんです。ぜひ、先程

の、前回は１７７名の方にそれなりの補助をされたということ、これは本当に大事なこと

なんですけど、そのくらいの額ではやっぱりなかなか③にも係りますが、離農ですとか、

廃業ですとか、④もそうですね。本当に立ち行かなくなってしまってから、耕し始めても

駄目だと思うんですね。町長は長い間、いろんな意味で農業政策について精通されている

と思いますので、抜本的なやり方、プランというか、できれば甘楽町型支援の体制みたい

な形のものを全国をリードするような形での支援のルートというか、スキームといいます

か、「作る」が可能な方だと思いますので、ぜひ活躍をしていただければと思うんです

が、②から④はごっちゃになっちゃいましたけど、ぜひそういう形で、抜本的な、もう周

りの市町村がびっくりしちゃうような、手厚い支援をしていただければと思います。勝手

に町長が言い出すと、いろいろ現場で温度差があると正直困りますので、４の最後にも書

きましたが、農家の皆さんとよく話し合っていただいて、これでもかというぐらい農家の

人が元気が出るような支援をしていただけるとうれしいなと思うんですが、いかがでしょ



- 77 - 

 

うか。 

◇議長（白石豊樹君） 町長。 

◇町長（茂原荘一君） ２回目の質問をいただきました。何て言いますか、お褒めの言葉

といいますか、いろいろな言葉をいただきました。内容については、了解をいたしまし

た。それなりの務めをこれからもしていければというふうに思っているところでありま

す。 

 確かに、私も農業農村基本法の検証部会の委員として、参画をさせていただきました。

町村からの参加者は１人でありましたし、中山間からの参加者も１人でありましたので、

それなりの意見等は述べてきたつもりであります。その中で、私は特に強く思ったといい

ますか、農村政策、農業の振興の中で一番大切なことは、やっぱり農村政策だということ

を言ってきました。農村と農業は一体となっていますから、農村政策はしっかりできない

と、農業の発展もないからということを強く言ってきたところであります。 

 でも、その農村政策をするについては、いろんな援助をするというような話なり、たま

げるようなという話もありましたけど、そういうものについては、最後はやっぱり予算な

んですね。国の予算。町でそんなに予算が潤沢ではありませんから、国の予算をいかにう

まく使って農村政策をやるかというところも、強く発言をしてきました。そのことは国

が、農村政策、中山間の農業を一番よく分かっているのは、いわゆる行政でありますか

ら、行政に対しての補助をしっかりする。国は今、もう１回所得補償をするようなことは

なかなかちょっと難しく言っておりますけれども、そうでなく、そういうものの代わりと

しても、町村にまずは一定程度の交付金を出して、そして町村が自分の町村の農業振興は

これが必要だと思うことをできるような、そういう施策をして欲しいということは強く申

し上げてきたところであります。一定程度、その辺も新しい基本法の中では書き込まれて

いるというふうに理解をしておるところであります。 

 そのような中でありますので、これからも機会がありましたら、町村会としての意見

も、今話がありましたように、機会がありましたら発言をして取り組んでいければという

ふうに思っておるところであります。 

 非常に農業の振興が町の発展にもという思いは、私もずっと前から持っておりますの

で、農業とともに、農業だけでなく、商業も工業も、バランス良く一体的に発展できるよ

うな町になっていって欲しいなというふうに思っておるところです。よろしくお願いしま

す。 
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◇議長（白石豊樹君） 答弁が終了しました。 

 ３回目の質問はありますか。 

 山田邦彦議員。 

◇１２番（山田邦彦君） 実は、さっき言い忘れてしまったことが１つありまして、明言

は町長されなかったんですけど、国に対して、食料自給率をアップすることですとか、新

規就農者支援を確実にしていけるような法律の内容といいますか、体系といいますか、そ

れをやっぱり盛り込ませるといいますか、そこがやっぱりうんと大事だと思うんですよ

ね。さっき町長がやったことを全部、私も大賛成なんですけど、食料自給率を高めるため

にどうするかということを考えずに、ただ応援しますとか何とかということになっても、

空文句になってしまうと思うんです。自給率を高めるためには、当然セットでマンパワー

が必要な訳ですから、新規就農者がいてくれないと、成立しない訳ですよね。そこをやっ

ぱり甘楽町は少しずつ始めてはいただいているんですけど、国会でもう審議が始まってし

まいそうなので、ぜひ早めにそういう形で行動をしていただくことが大事かなと思います

ので、ぜひ、例えば６月議会を待たずに、全国の、言い方はあれですけど、同士というん

でしょうかね。町村会のメンバーの方に話しかけていただいて、全国で無理なら群馬県、

群馬県で無理なら甘楽・富岡みたいな形になってしまうかもしれませんが、即、行動して

いただけるとうれしいなと思いますが、いかがでしょうか。 

◇議長（白石豊樹君） 町長。 

◇町長（茂原荘一君） 過日、基本法部会の最後、最後といいますかね。第１８回目の会

議が農林省で行われました。私もそこに参画をしてきましたけれども、大体がもう基本法

の法案改正が出来上がってきたというところであります。ですから、今の段階でなかなか

大変だなというふうに思いますけれども、これから国会にかけて、基本法に付随する法律

がいっぱいありますから、その法律の中で、そういうものを一定程度うたわれるんじゃな

いかなというふうに思っていますし、私が今思っている限りにおいては、基本、何という

んですか。自給率の話もありましたけれども、自給率が大切だというのはもうほとんどの

人が承知していますけれども、そこにその数値を入れるだけで、果たして自給率が上がる

かということは、みんなが思っているところなんですね。それで、それに対して、これこ

れこういう施策をする、こういうことをしているんだ、こういうことだという法律の加え

がありましたので、私はそれでよしとするということで了解をしたところであります。私

は１人了解するより、大勢のいろんな役職者といいますか、大学の先生等々もいっぱいい
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ましたから、そういう人たちの意見としては、そういうことであったというふうに思って

おります。 

 その後、細かな次のそれに附随する法律が出てきますので、そういう法律の中で、そう

いうものがまたいろいろ審議をされるんじゃないかなというふうに、今思っているところ

でありますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

◇議長（白石豊樹君） 答弁が終了しました。 

 質問番号５番、終了しました。 

 続いて、質問番号６番について、２回目の質問がありましたら、お願いします。 

 山田邦彦議員。 

◇１２番（山田邦彦君） ①については、了解しました。 

 ②なんですけれども、ここにはあまりだらだら書きませんでしたが、ここに例に１つだ

け、「虫よけのためのネット等」というふうには書かせていただいたんですが、オーガ

ニックでなければ準備をしなくてもいいものと、オーガニックをするにあたって新たな出

費が必要なものですとかね。それは、私は残念ながら、あまり現場は知らないものですか

ら、こういうふうな言い方しかできないんですけど、ぜひその辺りは現場の農家の皆さ

ん、たくさん今まで経験してきて、いろいろな不都合という言い方をすると変ですけど、

こういうことがあればいいんだけどなということをたくさん蓄積があると思うんですね。

それをやっぱり丁寧に１人ずつ、いろんな場面で聞いていただいて、それを全体として実

現できる、また新しく始めた人、あるいは始めようかなと思う人が、途中で諦めずに、

オーガニックに参加できるようなシステムを作ることがないと、成功しないように思いま

す。 

 ぜひそういう形での声かけですとか、情報収集ですとか、計画的にしていただければと

思いますが、いかがでしょうか。 

 ③についてです。今まで地域おこし協力隊の方、１年だったり、１年に満たなかったり

あるいは３年ですとかね。いろいろなパターンの方がいらっしゃったようです。 

 ただ、残念ながら、なかなか町に定着をしていただけなかった。そういう中で、例え

ば、新たに来年度は１０名とありますが、今いらっしゃる方も含めて、期間というんで

しょうか。協力隊で活動する期間が終わったら、例えば町で雇ってしまうとか、職員とし

て迎えるとか、もし町で無理であれば、関係するいろいろな団体、会社も含めて、相談し
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ていただいて、要するに収入がなければ町にとどまってもらえないですからね。そういう

ふうな発想も必要なんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

 ④についてですが、部会を置いて消費者の方もという話がありました。私は、できれば

その一番の基になる組織というんでしょうかね。その協議会の中に、やっぱり消費者の代

表の方も入っていただいて、いろいろなところで活躍してもらえるとうれしいなというふ

うに思います。部会は部会で、ぜひ活発にしていただく訳なんですけれども、これも第５

条の話に書きましたが、そこでもぜひ今からでも設置していただいて、声をなるたけ上手

に聞けるような体制にしていただければうれしいなと思うんですが、いかがでしょうか。 

◇議長（白石豊樹君） 産業課長。 

◇産業課長（田村睦宏君） まず、②番につきまして、農家によく話を聞いてということ

でございますので、実践している農家に話をよく聞いて、できる限りの支援をするよう努

めたいと思っております。 

 ③番、地域おこし協力隊ですが、町で雇ってはという話でもございますが、部署によっ

て雇えるところと雇えないところもございますし、年数につきましても、本人の意向もご

ざいますので、うちとしては移住定住を望んでいるところでございますが、本人の意向も

酌み取りながら、相談しながら、ぜひ残っていただけるように、今後も努めていきたいと

思います。 

 それから、④番の消費者を会員に加えてはということなんですが、こちらも来週、総会

が始まりますので、今回は現在予定している会員で開催をさせていただき、その後少し検

討をさせていただきたいと思っております。 

 以上です。 

◇議長（白石豊樹君） ３回目の質問はありますか。 

◇１２番（山田邦彦君） 了解しました。 

◇議長（白石豊樹君） 質問番号６が終了しました。 

 以上で、山田邦彦君の質問は全て終了しました。 

 これをもちまして、一般質問が終了しました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○字句等整理委任の件 

◇議長（白石豊樹君） 令和６年第１回甘楽町議会定例会の全日程が終了いたしました。 

 お諮りします。 
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 会議規則第４５条の規定により、字句等の整理につきましては議長に一任願いたいと存

じますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（白石豊樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、字句等の整理につきましては、議長に一任願います。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○町長挨拶 

◇議長（白石豊樹君） 以上で、今定例会に上程されました全議案の審議が終了しまし

た。 

 ここで、町長から定例会閉会にあたり挨拶の申出がありますので、これを許します。 

 町長。 

◇町長（茂原荘一君） 令和６年第１回甘楽町議会定例会の閉会にあたりまして、ご挨拶

を申し上げます。 

 本定例会も７日に開会し、本日最終日を迎えることができました。 

 今定例会におきましては、令和６年度一般会計及び各特別会計、水道事業会計及び下水

道事業会計予算、条例の改正・制定・廃止、規約の協議、令和５年度一般会計、各特別会

計の補正予算、固定資産評価審査委員会委員並びに教育委員会委員の人事案件など３０議

案と２件の同意案件を上程申し上げましたところ、それぞれ慎重なご審議を賜りました結

果、すべて原案どおりご議決、ご同意を賜りましたことに誠にありがとうございました。

心から厚く御礼を申し上げます。 

 本会議、全員協議会など審議の過程で皆様から寄せられました数々のご意見ご提言は念

頭において、今後の町政執行にあたりたいと考えておりますので、引き続きのご指導ご協

力を重ねてお願い申し上げます。 

 ３年以上にわたりマスクを着用し手の消毒をするなど日常に制限がかかる状況での生活

でありました。なかなか収束してくれない状況が続き、町の行事など何ごとも思うように

進められない、もどかしい思いをした３年間でもありました。昨年５月からコロナが２類

から５類感染症に移行され、ようやく社会経済が動き出し、従来の活気が徐々にでありま

すが戻ってきているように思えます。コロナワクチン接種も３月末までは無料で受けられ

ますが、４月からは個人負担が伴う接種方法となります。今なお新たな変異株が広がりを

みせることについては、町としても気を緩めずに注意を払っていきたいというふうに思っ
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ております。 

 さて、この一年を振り返ってみますと、甘楽町が一年で一番輝く３月から５月まで「キ

ラッとかんら観光キャンペーン」を実施し、町民の皆様そして多くの町外の観光客の皆様

をお迎えすることができました。 

 このような中で３月には、町民の皆様をはじめ多くの皆様のお力をいただき、町の大プ

ロジェクトでありました、長年の念願でもありました甘楽スマートインターチェンジの開

通を無事に迎えることができました。アクセス性が大きく向上し、出入りの合計交通量

は、日平均で８００台ほどの台数にまで伸びております。開通１年を迎え、今後さらに利

用台数が増えていくことを期待するとともに、町の産業や観光の活性化につながっていく

ものと確信しておるところであります。 

 ４月には「さくら祭り武者行列」、そして記念すべき第４０回を迎えた「さくらマラソ

ン大会」を実施し、県内外から多くの方々に参加していただきまして盛大に開催すること

ができました。 

 ８月には、友好交流４０周年を迎えたチェルタルド使節団を受け入れ、その後、私も団

長として参加をさせていただいた第１８次中学生国際交流研修団が５年ぶりにチェルタル

ドに降り立ち友好交流４０年という歴史を胸に刻み交流を行ってまいりました。 

 １０月には地域おこし協力隊妻木さんの所属団体と協力して、甘楽町初となる「プロレ

ス興行」を開催し、町内外から大勢の皆さんに足を運んでいただき、多くの声援で試合を

観戦していただきました。 

 １１月にはチェルタルド市との姉妹都市協定締結４０周年記念式典をイタリアの大使、

そしてジャーコモ・クチーニ・チェルタルド市長をはじめとする使節団を迎え、友好の絆

を再確認することができました。４０年前に蒔かれた「一粒の麦」が大きな実りを迎え、

チェルタルド市を訪れた甘楽町の中学生も昨年８月の第１８次研修団で３００人を超えま

した。 

 年明け１月には、消防団出初式、そして二十歳の皆さんをお祝いする二十歳の集いを４

年ぶりに制限がかからない状態で開催できましたことも大変嬉しく思っておるところであ

ります。 

 ２月１７日には、町発足６５周年記念事業として、ＮＨＫ前橋放送局にご協力をいただ

き、ＮＨＫ公開番組「東京落語会」を開催いたしましたところ、町内外から大変多くの観

覧応募をいただき盛大に開催することができました。 



- 83 - 

 

 このように令和５年度は、活動制限がかからない状況の中で町の行事が進められ開催で

きましたことは、コロナの規制が緩和されたことはもちろんでありますけれども、何より

皆様から賜りました町への暖かいご支援とご協力のお陰と、改めて心より感謝と御礼を申

し上げます。 

 今年は町発足６５周年を迎え、新年度についても記念事業を予定しておりますが、間も

なく「キラッとかんら観光キャンペーン」のメイン行事でもあります桜の時期を迎えま

す。今年の桜前線は早い予報でありますが、おもてなしの心で観光客の皆様をお迎えし、

町の魅力発信につなげていきたいと考えております。 

 ここで少し時間をいただき、私事ではありますけれども、７月に行われる町長選挙につ

いて申し述べさせていただきます。 

 今回７月に行われる町長選挙に、私は立候補せず、退任をいたします。何より今日まで

こられたのは、支えていただいた後援会の皆様、そして多くの町民の皆様のおかげであ

り、心より感謝を申し上げます。残りの期間まだ少しありますので、最後まで頑張ります

ので、よろしくお願い申し上げます。 

 そして、本日は大勢の後援会の皆様をはじめ、傍聴者の皆様にお越しをいただきまして

ありがとうございました。今後におきましても議会、そして町政に対する関心を高めてい

ただくことをお願い申し上げ、閉会にあたってのご挨拶といたします。 

 大変ありがとうございました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○議長挨拶 

◇議長（白石豊樹君） 閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 去る３月７日に開会しました今期定例会も、議員各位をはじめ執行各位には円滑な議会

運営にご理解とご協力を賜り、本日、無事に閉会できますことを心より厚く御礼申し上げ

ます。 

 今期定例会は、令和６年度一般会計予算及び各特別会計予算をはじめ、重要な条例や人

事案件など、多くの案件をご審議していただき、上程された全議案の議決を得ることがで

きました。 

 執行各位におかれましては、議員各位から出されました意見、要望等につきまして、意

に適う、より効率的な業務執行に努められるよう、強く期待をしております。 

 傍聴席の皆様には、長時間にわたり傍聴いただき、ありがとうございました。 
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 私ども議会議員も「信頼される議会」「開かれた議会」を目指し、町当局、町民の皆様

と力を合わせ、町政の課題に全力で取り組んでいきたいと思います。今後においても議会

に関心を高めていただき、再度傍聴いただければ幸いでございます。 

 最後に、町長の任期はまだありますので、最後まで元気に力強く、充実した勤務に取り

組んでいただきたいことをお願い申し上げ、皆さんを中心とした当町の益々のご発展とご

参会の皆さんのご多幸ご活躍をご祈念申し上げて、閉会の挨拶とさせていただきます。 

○閉  会 

◇議長（白石豊樹君） 以上で、令和６年第１回甘楽町議会定例会を閉会といたします。 

   午後３時４０分閉会 
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